
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
災害により住家が被害を受け、災害救助法が適用された場合に屋根、台所・トイレなど日常生

活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで元の住家に引き続き住むための
支援です。対象の工事は、ＱＡをご確認ください。

※この制度は、市が業者に修理を依頼し、修理費用を直接業者に支払います。

申込者
（被災者）

市

修理業者
支援の種類
【現物支給】

準半壊 348,000円以内、半壊以上717,000円以内基準額（１世帯当たり）
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申込・要件
審査

修理工事見積
書提出（事前
審査含む）

工事施工

完了報告・
費用請求

被災者 応急修理業者 静岡市

②受理通知書、見積
書用紙等の送付

①申込書等の提出
（罹災証明書の写し、写真添付） 修理内容相談

③見積書
作成・事前審査・業者
登録の依頼

④-１事前審査のため市へ提出
・見積書作成
・被害状況の写真、業者登録用紙

←⑤応急修理実施連絡
を被災者あてに交付
← ⑤応急修理依頼書
を修理業者あて交付

※事前審査
工事例、ＱＡの対象外工
事が含まれてないか等を
確認します

事前審査結果の回答を受けた見積書を市に提出→ 書類確認

修理日程の打ち合わせ 応急修理実施

⑥請書を市に提出→

相談・依頼

令和6年台風10号により被災された方へ

←審査の回答

修理業者、修理工事内容
を聞き取りをします

修理工事の完
了報告書の作
成、市に費用
請求

⑦業者が工事報告書を被災者に提示し、
内容確認 ⑧工事完了報告、修理前・修理

中・修理後の写真、請求書を市に
提出

書類審査及び
修理費用の支払

市からの通知を受け業者に連絡します

応急修理のすすめ方

←連絡書
←依頼書


